
 

 

 

「大田区子ども・若者計画」策定に係る区民意見公募手続き 

（パブリックコメント）及び区民説明会の実施について 

 

１ 経過 

子ども・若者育成支援推進法に基づく計画として、子ども・若者育成支援推進

大綱及び東京都子供・若者計画を踏まえるとともに、子ども・若者を取り巻く課

題に横断的に対応する区の総合的な指針を示すため、従来の「青少年健全育成の

ための大田区行動計画（第六次：平成 28年度～令和２年度）」を改称の上、「大田

区子ども・若者計画（令和３年度～令和７年度）」（素案）を策定し、令和２年度

策定に向けた準備を進めている。 

  本報告を踏まえ、以下のとおりパブリックコメント及び区民説明会を実施す

る。 

 

２ 資料 

 （1）「大田区子ども・若者計画」（素案）概要版 

 （2）      〃         本編 

 

３ パブリックコメント及び区民説明会の実施 

（1）パブリックコメント 

・期間 令和３年１月 14日（木）～１月 28日（木） 

・方法 区ホームページに掲載 

閲覧場所 

区政情報コーナー、青少年担当窓口、特別出張所、 

図書館（池上と洗足池を除く） 

・意見受付方法 

期間中に郵送、ＦＡＸ、及びホームページの回答フォームにて受付 

（2）区民説明会 

日時・場所 ①令和３年１月 19日（火）午後７時～８時 

           消費者生活センター ２階講座室 

②令和３年１月 24日（日）午後２時～３時 

           入新井集会室 大集会室 

※手話通訳あり、保育（就学前まで）あり 

   

  地域産業委員会 

令和２年 12月 15日 

 地域力推進部 資料 18番 

所管 地域力推進課 


